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平成 29 年度 税制改正（速報） 

  

 

  

 

12 月 8 日に自民党から「平成 29 年度税制改正大綱」が公表されました。今回の税制改正の最大の焦

点は個人課税の配偶者控除の動向でした。結果的に夫婦控除の成立は見送られましたが、配偶者控除が

適用できる配偶者の年収が引上げられました。法人課税においては減税項目が主となりますが、大企業

同等クラスの所得金額を計上する中小法人は優遇措置を認めない改正も行われます。改正大綱における

主要論点のポイントを解説します。 

（  増税   減税）  

■ 法人課税 

 法人課税では、所得拡大促進税制、研究開発税制などの減税項目の強化が図られます。これらの規定

は、中小企業に対しても減税措置となりますが、租税特別措置が受けられる中小企業の要件については、

資本金だけでなく、所得金額の基準も導入されることになりました。 

項目 内容 適用期日等 

所得拡大促進税

制 

【控除額の拡大】 

 

 

 

○適用要件の一部厳格化 

中小企業者等以外の法人については、適用要件の１つである「平均

給与等支給額の要件」が厳しくなる 

  

（要件） 

 平均給与等支給額が前年度比 2％以上増えていること 

（その年度の平均給与等支給額 ≧ 比較平均給与等支給額×102％） 

 

○税額控除額の拡大 

 賃上げ率が 2％以上の企業は税額控除額の上乗せが措置される 

 ①中小企業者等以外の法人の税額控除額 

  平均給与等支給額が前年度比 2％以上増加する場合、 

   

   

   

  

②中小企業者等 

平均給与等支給額が前年度比 2％以上増加する場合、 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大綱では適

用期日等の

具体的な明

記なし 

 

 

 

 

現行：基準年度を越える 改正：前年度を超える部分
部分×10％ 　　×2％（12％）の上乗せ

基準雇用者給
与等支給額

比較雇用者給
与等支給額

雇用者給与等
支給額

基準年度
（Ｈ24年度）

前年度
（Ｈ28年度）

適用年度
（Ｈ29年度）

現行 上乗せ

雇用者給与等支給増加額×
10％ +

（雇用者給与等支給額-比較
雇用者給与等支給額）×2％

現行 上乗せ

雇用者給与等支給増加額×
10％ +

（雇用者給与等支給額-比較
雇用者給与等支給額）×12％
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研究開発税制 

【延長・拡充】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○試験研究費の範囲について、「対価を得て提供する新たな役務（新

サービス）の開発に係る研究開発のために要する一定の費用を加え

る 

 

○税額控除率の仕組みの変更 

【現行制度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改正内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①増加型の廃止 

  ②高水準型を２年延長 

  ③総額型の税額控除率を拡充 

  ④総額型の限度割合が法人税額の最大 35％まで拡充（※1,2） 

      ※1.試験研究費の額が平均売上高の 10％を超える場合に限る 

※2.高水準型との選択適用となる 

  ⑤オープンイノベーション型試験研究費の税額控除については手

続きの見直し 

 

平成 29 年 4

月1日以後に

開始する事

業年度から 

 

 

 

 

 

 

中小企業者等の

見直し 

 

 

 

 

○法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置について、中小企業者

等に該当していても、過去 3事業年度の所得金額の平均額が 15億円

を超える事業年度においては、適用を停止する 

 

 

 

平成 31 年 4

月1日以後に

開始する事

業年度から 

 

 

（
時
限
措
置
）

上
乗
せ

【増加型】

試験研究費の

増加額×5～30％

【高水準型】

平均売上高の10％を超
える試験研究費の額×
控除率(試験研究費割
合－10％×0.2)

選択

【総額型】 試験研究費の総額×8～10％（※）

（※中小企業等は一律12％）

法人税額

×10％限度

法人税額

×25％限度
（
恒
久
措
置
）

本
体

特別試験研究費の額×20％又は30％

【オープンイノベーション型】 法人税額

× 5％限度

（
時
限
措
置
）

上
乗
せ

【増加型】

試験研究費の

増加額×5～30％

【高水準型】

平均売上高の10％を超
える試験研究費の額×
控除率(試験研究費割
合－10％×0.2)

【総額型】 試験研究費の総額×6%～14％（※）

（※中小企業等は12%～17％）

法人税額

×10％限度

法人税額

×25％～35％限度

（
恒
久
措
置
）

本
体

特別試験研究費の額×20％又は30％

【オープンイノベーション型】 法人税額

× 5％限度

①増加型は廃止 ②2年延長

③控除率の引上げ ④限度率の上乗せ

⑤手続きの見直し
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中小企業者等の

見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業向け投

資促進税制 

【改組】 

 

 

 

〇 中小企業経営強化法に基づく固定資産税減税措置について、地域・

業種が限定されたうえ、対象資産に建物附属設備、測定工具・検査

工具、器具備品のうち一定のものが追加される 

○中小企業投資促進税制の上乗せ措置（生産性向上設備等に係る即時

償却等）の規定を独立させ、中小企業等経営力強化法に基づく「中

小企業経営強化税制」が創設される 

○ 中小企業投資促進税制から器具備品が対象外とされた上、2 年延長

される 

○ 商業・サービス業活性化税制が 2年延長される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28年 12月 平成 29年度 経済産業関係 税制改正について（経済産業省） 

平成 29 年 4

月 1 日以後

に取得をす

る資産より 

 

組織再編税制の

見直し 

 

 

 

 

○特定事業を切り出して独立会社を新設する（スピンオフ）再編にお

いて課税の繰延となる措置を講じる 

○会社の株主を大株主のみとするために少数株主を排除する（スクイ

ーズアウト）再編において課税の繰延となる措置を講じる 

 

 

平成 29年 10

月 1 日以後

に行われる

組織再編成

より 

 

納税環境整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○確定申告書の提出期限の延長 

 次のいずれの条件も満たす法人は、法人税確定申告書の提出期限を

事業年度終了の日から 4ヶ月以内に延長することが認められる 

  

【延長対象となる法人】 

 1.会計監査人を置いている法人 

 2.定款等の定めにより事業年度終了の日の翌日から 3 月以内に決算

についての定時総会が招集されない常況にあると認められる法人 

 ※法人事業税については、1.2.の条件を満たせば、提出期限につい

て事業年度終了の日から 6ヶ月以内に延長することも認められる 

大綱では適

用期日等の

具体的な明

記なし 

 

 

 

 

 

 

 

適用が停止となる優遇措置 引続き適用できる優遇措置

（租税特別措置法の規定） （法人税法の規定）

法人税の軽減税率の特例（15％） 法人税の軽減税率の本則（19％）

交際費等の損金不算入における
定額控除限度額（800万円）

欠損金の100％繰越控除

少額減価償却資産の取得価額の特例
（取得価額30万円未満の固定資産）

貸倒引当金の損金算入制度

中小企業投資促進税制 留保金課税の適用除外

所得拡大促進税制、研究開発税制
（税額控除限度額が引下げ）

欠損金の繰戻還付制度
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納税環境整備 

 

 

○法人税届出書の手続きの簡素化 

 法人の設立届出書等について、登記事項証明書の添付を不要とする 

  

 納税地に異動があった場合に提出する異動届出書について、異動後

の所轄税務署長への届出が不要になる 

 

 

主要規定の 

延長措置 

 

 

○中小企業者等に係る軽減税率 15％（本則：19％）の特例の適用期限

を 2年延長 

 

 

平成 31 年 3

月 31 日まで

延長 

 

■ 個人所得課税 

今回の改正において、現行制度を維持しつつ、配偶者の年収要件を緩和させる配偶者控除の見直しが

行われます。夫婦控除の創設など新たな所得控除の枠組みは時期尚早として見送られました。 

項目 内容 適用期日等 

配偶者控除、配偶

者特別控除の見

直し 

 

 

 

 

○納税者本人の給与収入に応じて配偶者控除の適用が段階的に縮小 

 

 

 

 

 

 

 ※配偶者の年齢が 70歳以上の場合、老人控除対象配偶者として控除 

額は上乗せされている 

 

〇配偶者控除の対象となる配偶者の年収上限が 103 万円から 150 万円

に引き上げられる 

（例）納税者の給与収入 1,120万円以下（所得 900万円以下）の場合   

   の控除額 

【現行制度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改正内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年分

以後の所得

税において 

 

 

 

 

 

超 以下 70歳未満 70歳以上
ー 1,120万円 38万円 48万円

1,120万円 1,170万円 26万円 32万円
1,170万円 1,220万円 13万円 16万円
1,220万円 ー 0 0

配偶者控除額（※）納税者の給与年収

38
36

31
26

21
配偶者控除 配偶者特別控除 16

11
38万円控除の対象となる 6
所得金額の枠が広がる 3

0
配偶者の年収 201万円
（所得金額） （123万円）

103万円
（38万円）

150万円
(85万円)

38万円

38
36

31
26

21
配偶者控除 配偶者特別控除 16

11
6

3
0

配偶者の年収
（所得金額）

103万円
（38万円）

38万円

141万円
（76万円）
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NISA 

【拡充】 

 

 

○積立 NISAの創設 

 非課税累積投資契約に係る非課税措置が創設され、「公募等株式投

資信託」における配当および譲渡益は 20年間非課税となる 

※ 非課税年間投資上限 40万円 

※ 投資可能期間    平成 30年～平成 49年 

※ 現行の NISA制度との選択適用となる 

 

平成 30 年か

ら 

 

 

 

 

納税環境整備 〇所得税届出書の手続きの簡素化 

 「納税地の変更に関する届出書」、「納税地の異動に関する届出書」、

「個人事業の開業・廃業等届出書」、「給与支払事務所等の移転届  

出書」について、異動後の所轄税務署長への届出が不要になる 

 

〇医療費控除の添付書類の見直し 

 医療費控除の適用を受ける場合において、確定申告書に添付する書

類が変更 

  

 【現行制度】 医療費の領収書、医薬品購入費の領収書 

    

 【改正内容】 医療費の明細書、医薬品購入費の明細書 

大綱では適

用期日等の

具体的な明

記なし 

 

平成 29 年分

以後の確定

申告書を 

平成 30 年 1

月1日以後に

提出する場

合 

■ 資産課税 

 資産課税においては、財産評価についての改正が主に行われます。相続･贈与時における取引相場の

ない株式の評価方法の変更は、実務的に重要な改正といえます。 

項目 内容 適用期日等 

タワーマンショ

ン の 固 定 資 産

税・不動産取得税

の見直し 

 

 

 

○居住用超高層建築物（高さ 60ｍ超の建築物）の固定資産税・都市計 

画税について高階層になるほど評価額が高くなる 

 

 【現行制度】 単純な床面積按分 

    

 【改正内容】 階層別補正を加えた床面積で按分 

 ※１階を 100とし、１つ階が上がることに 10/39（約 0.256）を加え

る補正を行う 

 ※不動産取得税についても同様に評価額を計算する 

 

 （注意）タワーマンション節税として話題にあがる相続税の財産評

価としての改正は、大綱に明示されていない 

 

 

 

平成 30 年度

から新たに

課税される

居住用超高

層建築物に

ついて適用 

 

※平成 29 年

4月 1日前に

売買契約が

締結された

住戸を含む

建築物は対

象外となる 

 

取引相場のない

株式（非上場株

式）の評価方法の

見直し 

 

 

 

 

 

○類似業種比準方式の計算方法を見直し 

 ①類似業種の上場会社の株価について、現行制度に「課税時期の属

する月以前 2年間平均」を追加する 

 ②類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額に

ついて、連結決算を反映させたものとする 

 ③配当金額、利益金額、純資産価額の比重を 1：1：1（現行 1：3：1）

に変更する 

  

○評価会社の規模区分の判定において、金額等の基準を見直し、大会

社及び中会社の適用範囲を総じて拡大させる 

 

平成 29 年 1

月 1 日以後

の相続等に

より取得し

た財産評価

より適用 
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土地・株式の財産

評価方法の見直

し 

 

 

 

○広大地の財産評価の見直し 

 ①各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に変更 

 （現行制度では、面積にのみ基づいている） 

 ②適用要件を見直す 

 

○株式保有特定会社の判定基準に「新株予約権付社債」を追加する 

平成 30 年 1

月 1 日以後

の相続等に

より取得し

た財産評価

より適用 

納税義務者の範

囲の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

○国外財産の相続・贈与の租税回避防止のための見直し 

 

①国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係

る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外と

される居住要件を「5年超」から「10年超」に見直す 

②日本の住所・国籍を有しない者が、過去 10年以内に国内に住所を

有していた者（短期滞在の外国人を除く）から相続等により取得

した国外財産は課税対象に加える 

 

※贈与税の納税義務についても同様となる 

平成 29 年 4

月 1 日以後

の相続等に

より取得す

る財産に係

る相続・贈与

税から適用 

 

 

■ 消費税 

項目 内容 適用期日等 

仮想通貨に係る

課税関係の見直

し 

 

○仮想通貨の譲渡について、消費税を非課税とする 

 

 ※仮想通貨  

  ビットコイン（Bitcoin）に代表される不特定多数間での物品購

入・サービス提供の決済・売買・交換に利用できる「財産的価値」

で、情報処理システムによって移転可能なもの。 

  

 ※電子マネー 

その地域で使われている通貨を使って電子的に決済を行うために

存在しているもの。日本であれば円での支払いをより便利にする

ために、電子的に決済を実現しているが、実態としては円という

通貨をやりとりしていることになる 

平成 29 年 7

月 1 日以後

に行われる

資産の譲渡

等より 

 

 

■ 国際課税 

項目 内容 適用期日等 

外国子会社合算

税制（タックスヘ

イブン税制）の見

直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○外国子会社の実体に即した課税が行えるように適用基準の見直し 

 

 【現行制度における合算課税の対象外となる判定基準】 

①外国子会社の税負担水準が 20%以上 

②外国子会社としての実体を判断する適用除外基準を満たす 

⇒ 合算課税は対象外となる 

 

 【現行制度の問題点】 

  ①税負担水準が 20％以上であれば、経済実体を伴わないペーパー

カンパニーの所得であっても合算されない 

  ②税負担水準が 20％未満において実体ある事業から得た所得であ

っても合算されてしまう場合がある 

 

 

 

 

外国関係会

社の平成 30

年 4月 1日以

後開始する

事業年度よ

り 
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外国子会社合算

税制（タックスヘ

イブン税制）の見

直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

【改正趣旨】 

  租税回避のリスクを外国子会社の所得の内容により判断するアプ

ローチに変更する。具体的には、「実体があれば合算せず、ペー

パーカンパニーのような実体が無い所得であれば合算する」方向

性を目指す 

 

 【改正内容】 

  外国子会社合算税制を総合的に見直す 

① トリガー税率を廃止したうえ、合算対象とされる外国法人の判   

定方法を見直す 

② 「経済活動基準」を満たさない外国関係会社を合算課税の対象と

する 

③ 一定の受動的所得についても合算課税の対象とする 

④ ペーパーカンパニーのような特定の外国関係会社は会社単位の  

合算課税制度の対象とする 

⑤ 各合算課税において適用免除基準を設ける 

■ その他 

項目 内容 適用期日等 

国税犯則調査 

手続きの見直し 

○国税犯則取締法に基づき、国税査察官が行う脱税の調査において次

の改正が行われる 

 

 ①脱税の証拠となる電子ファイル・電子メールがクラウドやプロバ

イダーサーバーに保管されている場合、サーバ上のデータも差押

ができるようになる 

（現行制度：サーバ上のデータは差押許可状の対象外） 

 

 ②強制調査の夜間（日没から翌日の日の出まで）執行を行うことが

できるようになる 

（現行制度：日没をすぎると執行できず、夜間に嫌疑者が来て何

かを持ち出そうとしても止める権限がない） 

平成 30 年 4

月 1日より 
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